
健康福祉委員会資料 

（健康福祉局関係） 

１ 令和２年第６回定例会提出予定議案の説明 

 (9) 議案第１８９号  三田福祉ホームの指定管理者の指定について 

資料１ 指定管理者指定議案に係る参考資料 

令和２年１１月１８日 

健康福祉局 
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                         資料１ 

議案第１８９号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 三田福祉ホーム 

(2) 所在地 川崎市多摩区三田２丁目３２５６番地 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

(4) 設置目的 低額な料金で、現に住居を求めている知的障害者に対し、居宅その

他の施設を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する

ことを目的とします。 

(5) 施設の事業内容 ①福祉ホーム ②施設の維持管理 ③その他施設の設置目的を達成

するために必要な業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人ともかわさき 

(7) 現在の管理運営費 １４，３３８，０００円（年額） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人ともかわさき

所 在 地 川崎市中原区上平間１５６４番地１２

代表者名 理事長 桑原 賢治

設立年月 平成８年１月

基本財産  

又は資本の額 
資産総額 １４億７，８６６万９，３０９円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事６名、監事２名、職員２５４名 

設立目的  多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供される

よう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立

した生活を地域社会において営むことができるよう支援し、障害者の社会

参加の促進を図ることを目的とする。 

事業概要  
（令和２年度） 

（１） 第２種社会福祉事業

ア 障害福祉サービス事業の経営

イ 相談支援事業の経営

ウ 移動支援事業所の経営

エ 福祉ホームの経営

（２）公益を目的とする事業

ア 地域福祉活動グループの育成強化

イ 生活訓練、体育訓練等障害者の自立の促進

  ウ 障害者福祉に関する調査、研究及び啓発

  エ 地域福祉施設ちどりの管理運営

（３）収益を目的とする事業

ア 障害者ふれあいショップの設置経営

決   算 
（令和元年度） 

①事業活動による収支 

 事業活動収入計     １，５８７，７１３，９５０円 

 事業活動支出計     １，４１８，８５８，１１３円 

 事業活動資金収支差額    １６８，８５５，８３７円・・・（１） 

②施設整備等による収支 

施設整備等収入計    １，５１５，３６９，９９１円 
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施設整備等支出計    １，５４３，４３０，４４９円 

施設整備等資金収支差額   △２８，０６０，４５８円・・・（２） 

③その他の活動による収支 

 その他の活動収入計      ７１，９８８，３６０円 

 その他の活動支出計          ４７，７８０円 

 その他の活動資金収支差額  △７１，９４０，５８０円・・・（３） 

④当期資金収支差額       ２１２，７３５，９５９円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高     ４５３，０９１，７９５円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高     ６６５，８２７，７５４円 

（（４）＋（５）） 

３ 指定期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1) 利用者（入居者）の意思及び人格を尊重し、利用者（入居

者）の個性や特性に配慮した支援やサービスを提供します。 

(2) 利用者（入居者）の自立した生活、安定した就労生活に向

けた支援計画を作成し、日常生活及び就労継続等の目標達成

に向けた支援を提供します。 

(3) 福祉ホームでの生活を通して地域生活への移行準備を整え

る支援を提供します。 

施設運営計画（提供する

サービスの考え方、日課

等） 

(1) 居室内の住環境：利用者（入居者）が日頃から自室内の掃

除、整頓を習慣化し快適な住環境を維持できるように補助や

室内点検などを行います。 

(2) 共用部の住環境：管理人により食堂、台所、トイレなどは

定期的な清掃により清潔な状態を維持するとともに、施設周

りの清掃（雑草・落ち葉）も行い快適な住環境を提供しま

す。 

(3) 適切な利用環境：「障害福祉サービス受給証」取得の支

援、障害区分の再認定・変更等の利用者（入居者）にとって

必要な手続き利用への支援を提供します。 

(4) 食による健康管理：利用者（入居者）の肥満、生活習慣病

などに対応し、施設での栄養バランスの取れた食事や野菜類

を多く取り入れた食事など規則正しい食生活、特に一日の最

初の活力源である朝食を継続的に摂るようにしていきます。 

他機関等との連携につい

ての考え方 

(1) 地域みまもり支援センター、相談支援センター、就労援助

センター、あんしんセンター、更生相談所、就労先、後見人

等とケア会議を実施します。 

(2) 就労先（会社、作業所等）への訪問を実施します。 

(3) 相談支援センター、後見人による定期的な面談を実施しま

す。 

(4) 上記の関係（者）機関との連携を通して利用者（入居者）
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の情報共有、支援役割確認などを行い必要な支援、サービス

提供の改善を行います。 

課題の把握及び重点的な

取組についての考え方 

第４期指定管理にあたり課題となるのは①利用需要が極めて

低い②利用入居期間が最長5年に限定されると考えています。①

については継続した応募広報を関係機関と連携して行う。緊急

的対応居室を確保する。入居対象の拡大を検討する。②につい

ては地域での自立生活に向けた移行支援を積極的に行う。など

を重点的に行います。①と②の相反的課題に対応していきま

す。 

その他の事業提案  「自立体験入居」親又は保護者の高齢化が進んでいる現状を

鑑み、市内特別支援学校高等部3年生を対象とした自立生活体験

の機会を提供する。複数の生徒による概ね一週間程度の入居を

実施して将来の自立した生活をめざす契機とする。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 合 計 

 収  入 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 82,175

 指定管理料 15,015 15,015 15,015 15,015 15,015 75,075

 利用料金  1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 7,000

 その他の収入 20 20 20 20 20 100

支  出 16,435 16,435 16,435 16,435 16,435 82,175
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別紙 

三田福祉ホームの指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体（社会福祉法人ともかわさき） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】 赤塚 光子 （元立教大学コミュニティ福祉学部教授） 

【学識経験者】 柳田 正明 （山梨県立大学人間福祉学部教授） 

【学識経験者】 行實 志都子（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部准教授） 

【学識経験者】 渡部 匡隆 （横浜国立大学大学院教育学研究科教授） 

【財務の専門家】 内野 恵美 （公認会計士）

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、現に住居を求めている障害者が

地域において自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、低額な料金で、居室そ

の他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行い、も

って障害者の福祉の増進を図ることを当該施設の設置目的とする仕様書に沿った提案がなさ

れており、事業や収支の計画も妥当といえる。

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。

（１）施設の設置目的の達成とサービスの向上

当該施設の設置目的を十分に理解し、今までの運営実績を生かした、施設の管理運営に係

る適切な基本方針や事業計画等について具体的な提案がなされていた。

また、設置目的に沿って関係機関と連携することにより利用者の生活の安定を図り、将来

的に福祉ホームから地域への移行も視野に入れた支援を検討するなど、具体的な事業提案が

なされた点を評価した。

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減

効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合がとれた

収支計画となっている点などを評価した。

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組

提案された職員体制が充実している点のほか、少数職場であることの認識、定期的な職員

研修への参加などの取り組みを評価した。

（４）応募団体自身に関する項目

グループホームなど類似施設の運営実績があり、運営方針、経営状況等から、当該施設の

安定的な管理が可能であると見込まれることを評価した。

（５）応募団体の取組に関する事項
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 個人情報等の取り扱い、法令順守に係るマニュアルの整備など、具体的な取組が提案され

ていることを評価した。

（６）その他の事項（地域における公益的な活動）

体験利用事業の実施、障害児者親の会への支援など、障害者福祉の増進に向けた提案がな

された点を評価した。

４ 審査結果（※基準点６３０点以上） 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

ともかわさき 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサー

ビスの向上 
３５０点 ２１０点

②施設機能の発揮と管理経費の縮

減 
２２５点 １４２点

③事業の安定性及び継続性の確保

への取組 
２００点 １２０点

④応募団体自身に関する事項 
１５０点 １０１点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ４５点

⑥その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３２点

基準評価 合計 １０５０点 ６５０点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
 ２６点

総合計 １０５０点 ６７６点

５ 提案額 

年   額   １６，４３５，０００円 

指定期間計   ８２，１７５，０００円 
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